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Ⅰ 調査の概要 〔企業対象〕 

 

 

１ 調査目的 

   ・ 市内企業における男女共同参画の実態について把握し、男女共同参画施策の課題、

効果等を検証し、今後の施策及び新たな「男女共同参画プラン」の基礎資料とする。 

   ・ 前回の調査（平成 26 年度実施）と比較し、その間の推移と現在の状況をみる。 

 

 

２ 調査設計 

 

（１） 調査対象 市内の常用雇用者 10 人以上の事業所 

 

（２） 調査規模 500 社を鳥取市に法人登録している企業より無作為抽出 

 

（３） 調査方法 郵送配布・郵送回収 （葉書による督促１回） 

 

（４） 調査項目 男女共同参画の職場とするための積極的な改善について 

   育児・介護休業制度について 

セクシュアル・ハラスメントなどについて 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

 

３ 実施時期  令和元年 11～12 月 

 

４ 調査主体  鳥取市 （総務部人権政策監人権推進課男女共同参画室） 

 

５ 回収結果  回収数 194 社 

回収率 38.8％ 
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６ 回答企業の属性 

 

（１） 業 種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 従業員規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.7 15.0 5.2 15.0 0.5 23.7 11.9 3.6 0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=194)

12.4 45.4 11.9 16.0 7.2 

1.0 

1.6 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=194)

建設業 製造業 電気・ガス・水道業 

運輸・通信業 卸売・小売業、飲食業 金融・保険業 

不動産業 サービス業 その他 

無回答 無効回答 

10 人未満 10～29 人 30～49 人 

50～99 人 100～299 人 300～499 人 

500 人以上 無回答 無効回答 
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Ⅱ 調査の結果 

 

１ 男女共同参画の職場とするための積極的な改善について 

（１） 積極的な改善の取組状況 

 

① 取り組まれている改善策 

問 1-1 どのような改善に取り組まれていますか。 (あてはまるものすべてに○) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「仕事と家庭の両立ができるよう労働時間に配慮している」が 54.1％と最も高く、次に「継

続して就業できるよう配置・転勤等を考慮している」が 24.7％、「女性の募集・採用の拡大をしている」

が 24.2％、「女性の管理職を積極的に登用している」が 15.5％となっている。 

前回調査と比べると、「仕事と家庭の両立ができるよう労働時間に配慮している」が 6.1 ポイント、

「なにもしていない」が 2.4 ポイント増加している。 

業種別にみると、すべての業種において「仕事と家庭の両立ができるよう労働時間に配慮している」

が 5 割以上と高い。 

従業員規模別にみると、従業員が 50～99 人では、「継続して就業できるよう配置・転勤等を考慮

している」が 71.0％と高い。 

 

  

＜前回比較＞ 

54.1 

24.7 

24.2 

15.5 

13.4 

9.8 

0.0 

21.1 

3.6 

0.0 

48.0

29.8

26.8

19.2

26.3

15.7

2.5

18.7

0.5

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事と家庭の両立ができるよう労働時間に配慮している

継続して就業できるよう配置・転勤等を考慮している

女性の募集・採用の拡大をしている

女性の管理職を積極的に登用している

人事評価基準、昇進・昇格基準等を明確にしている

女性が少なかった職種や職務に、女性を配置している

その他

なにもしていない

無回答

無効回答

令和元年調査（N=194） 平成 26 年調査（N=198） 
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50.0 

20.8 

22.9 

12.5 

12.5 

12.5 

0.0 

20.8 

2.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

建設業（N=48）

71.0 

48.4 

35.5 

32.3 

16.1 

9.7 

0.0 

9.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

５０～９９人（N=31）

① 仕事と家庭の両立ができるよう労働時間に配慮している ⑦ その他 

② 継続して就業できるよう配置・転勤等を考慮している ⑧ なにもしていない 

③ 女性の募集・採用の拡大をしている ⑨ 無回答 

④ 女性の管理職を積極的に登用している                    ⑩ 無効回答 

⑤ 人事評価基準、昇進・昇格基準等を明確にしている 

⑥ 女性が少なかった職種や職務に、女性を配置している 

【業種別結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【従業員規模別結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.6 

27.6 

34.5 

20.7 

17.2 

3.5 

0.0 

24.1 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

製造業（N=29）

62.1 

37.9 

20.7 

17.2 

13.8 

10.3 

0.0 

17.2 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

卸売・小売業、飲食業（N=29）

52.2 

26.1 

28.3 

19.6 

13.0 

10.9 

0.0 

26.1 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

サービス業（N=46）

61.8 

20.6 

20.6 

11.8 

14.7 

11.8 

0.0 

17.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

その他業種（N=34）

66.7 

16.7 

4.2 

16.7 

8.3 

4.2 

0.0 

20.8 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１０人未満（N=24）

47.7 

13.6 

17.1 

10.2 

8.0 

5.7 

0.0 

34.1 

1.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１０～２９人（N=88）

47.8 

39.1 

52.2 

21.7 

26.1 

21.7 

0.0 

8.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

３０～４９人（N=23）

64.3 

35.7 

35.7 

7.1 

21.4 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１００～２９９人（N=14）

60.0 

60.0 

60.0 

20.0 

60.0 

60.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

３００人以上（N=5）
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② 取組の効果 

問 1-2 問 1-1 で「1～7」までのいずれかにお答えの事業所におたずねします。 

改善に取り組まれた結果、どのような効果が得られましたか。 (あてはまるものすべてに○) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「女性の就業年数が延びた」が 26.7％と最も高く、次に「女性の責任感が向上した」と「特

になし」が 24.0％、「職場の雰囲気がよくなって活気が出た」が 21.9％となっている。 

前回調査と比べると、ほとんどの項目において減少し、「特になし」が 9.1 ポイント増加している。 

業種別にみると、建設業では「職場の雰囲気がよくなって活気が出た」、製造業、サービス業では

「女性の就業年数が延びた」、卸売・小売業、飲食業では「女性の活躍が社会の利益に貢献した」の

割合が最も高くなっている。 

従業員規模別にみると、10 人未満以外の規模では「特になし」が 2 割以上である。 

 

  

＜前回比較＞ 

26.7 

24.0 

21.9 

15.1 

11.0 

11.0 

7.5 

1.4 

24.0 

15.1 

0.0 

40.4

36.6

22.4

20.5

22.4

11.2

4.3

1.9

14.9

8.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性の就業年数が延びた

女性の責任感が向上した

職場の雰囲気がよくなって活気が出た

女性の活躍が会社の利益に貢献した

女性のチャレンジ意欲が向上した

外部の評価・企業イメージが向上した

就職希望者が増加した

その他

特になし

無回答

無効回答

令和元年調査（N=146） 平成 26 年調査（N=161） 
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① 女性の就業年数が延びた ⑧ その他 

② 女性の責任感が向上した ⑨ 特になし 

③ 職場の雰囲気がよくなって活気が出た ⑩ 無回答 

④ 女性の活躍が会社の利益に貢献した           ⑪ 無効回答 

⑤ 女性のチャレンジ意欲が向上した 

⑥ 外部の評価・企業イメージが向上した 

⑦ 就職希望者が増加した 

【業種別結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【従業員規模別結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.0 

40.0 

40.0 

20.0 

60.0 

20.0 

40.0 

0.0 

40.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

３００人以上（N=5）

21.4 

7.1 

7.1 

7.1 

0.0 

7.1 

28.6 

0.0 

28.6 

14.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

１００～２９９人（N=14）

25.0 

32.1 

17.9 

14.3 

10.7 

17.9 

14.3 

3.6 

21.4 

21.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

５０～９９人（N=28）

23.8 

23.8 

33.3 

28.6 

19.1 

9.5 

4.8 

0.0 

28.6 

4.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

３０～４９人（N=21）

29.8 

26.3 

19.3 

17.5 

10.5 

7.0 

0.0 

1.8 

26.3 

10.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

１０～２９人（N=57）

21.1 

15.8 

31.6 

0.0 

0.0 

15.8 

0.0 

0.0 

10.5 

31.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

１０人未満（N=19）

25.0 

14.3 

25.0 

14.3 

7.1 

7.1 

3.6 

3.6 

14.3 

25.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

その他業種（N=28）

32.4 

26.5 

14.7 

17.7 

11.8 

11.8 

11.8 

0.0 

29.4 

11.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

サービス業（N=34）

25.0 

25.0 

16.7 

33.3 

4.2 

16.7 

4.2 

0.0 

29.2 

16.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

卸売・小売業、飲食業（N=24）

45.5 

27.3 

13.6 

9.1 

9.1 

13.6 

18.2 

4.6 

13.6 

9.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

製造業（N=22）

13.5 

27.0 

35.1 

5.4 

18.9 

8.1 

2.7 

0.0 

29.7 

10.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

建設業（N=37）
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③ 取組のきっかけ 

問 1-3 問 1-1 で「1～7」までのいずれかにお答えの事業所におたずねします。 

あなたの会社で、積極的な改善策に取り組まれたきっかけは何ですか。 (○は 2 つ以内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「人材の確保」が 53.4％と最も高く、次に「経営者の意識」が 29.5％、「法の整備や社会

の変革などによる要請」が 14.4％、「女性従業員のチャレンジ意欲の向上」が 13.0％となっている。 

前回調査と比べると、「人材の確保」が 11.8 ポイント増加し、「経営者の意識」が 11.5 ポイント減少

している。 

業種別にみると、すべての業種において「人材の確保」の割合が最も高く、次に「経営者の意識」

が高い割合を占めている。 

従業員規模別にみると、300 人以上では「法の整備や社会の変革などによる要請」、他の従業員

規模では「人材の確保」が最も高い。 

 

  

＜前回比較＞ 

53.4 

29.5 

14.4 

13.0 

8.9 

0.0 

3.4 

2.1 

6.9 

41.6

41.0

19.3

16.8

13.0

0.0 

8.7

1.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人材の確保

経営者の意識

法の整備や社会の変革などによる要請

女性従業員のチャレンジ意欲の向上

従業員の男女共同参画意識の向上

労働組合からの要請

その他

無回答

無効回答

令和元年調査（N=146） 平成 26 年調査（N=161） 
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① 人材の確保 ⑦ その他 

② 経営者の意識 ⑧ 無回答 

③ 法の整備や社会の変革などによる要請 ⑨ 無効回答 

④ 女性従業員のチャレンジ意欲の向上 

⑤ 従業員の男女共同参画意識の向上 

⑥ 労働組合からの要請 

【業種別結果】  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【従業員規模別結果】  
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43.2 

10.8 

8.1 

16.2 

0.0 

2.7 

0.0 

5.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

建設業（N=37）
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④ 今後に取組予定の改善策 

問 1-4 問 1-1 で「8 なにもしていない」とお答えの事業所におたずねします。 

今後、どのような改善に取組まれる予定ですか。 (あてはまるものすべてに○) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「特に予定はない」が 78.1％と最も高く、次に「仕事と家庭の両立ができるよう労働時間

に配慮する」が 12.2％、「女性の管理職を積極的に登用する」が 9.8％となっている。 

前回調査と比べると、「特に予定はない」が 21.3 ポイント増加し、「仕事と家庭の両立ができるよう

労働時間に配慮する」が 14.8 ポイント減少している。 

 

＜前回比較＞ 

12.2 

9.8 

4.9 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

78.1 

0.0 

0.0 

27.0

5.4

5.4

0.0 

2.7

10.8

2.7

56.8

2.7

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事と家庭の両立ができるよう労働時間に配慮する

女性の管理職を積極的に登用する

人事評価基準、昇進・昇格基準等を明確にする

女性が少なかった職種や職務に、女性の配置を進める

女性の募集・採用の拡大を行う

継続して就業できるよう配置・転勤等を考慮する

その他

特に予定はない

無回答

無効回答

令和元年調査（N=41） 平成 26 年調査（N=37） 
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（２） 研修等の実施状況 

① 男女共同参画に関する研修 

問 2 男女共同参画に関する研修(平成 30 年)を行ったことがありますか。 

(あてはまるものすべてに○) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「社外研修に参加した」または「社内研修を実施した」の割合は 28.3％で、「なにもしてい

ない」は 70.6％である。 

前回調査と比べると、「社外研修に参加した」または「社内研修を実施した」の割合は 6.1 ポイント

減少し、「なにもしていない」は 4.4 ポイント増加している。 

業種別にみると、「社外研修に参加した」または「社内研修を実施した」の割合は、建設業では

50％と他の業種より高い。 

従業員規模別にみると、すべての規模において「なにもしていない」が 6 割以上である。 

  

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

＜前回比較＞ 

20.6 

27.3

7.7 

7.1

70.6 

66.2

3.1 

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

35.4 

20.7 

6.9 

26.1 

8.8 

14.6 

6.9 

6.9 

4.4 

2.9 

50.0 

72.4 

82.8 

69.6 

85.3 

4.2 

3.5 

2.2 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

20.8 

19.3 

26.1 

22.6 

28.6 

20.0 

8.3 

4.6 

13.0 

6.5 

7.1 

20.0 

66.7 

72.7 

65.2 

71.0 

64.3 

80.0 

4.2 

5.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

社外研修に参加した 社内研修を実施した 

 
なにもしていない 無回答 

 無効回答 
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② 女性の能力開発・向上の機会 

問 3 女性の能力を積極的に開発・向上するための機会を設けていますか。 (○は 1 つ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「設けていない」が 69.1％で、「設けている」より 44.9 ポイント高い。 

前回調査と比べると、「設けている」が 13.2 ポイント減少し、「設けていない」が 8.5 ポイント増加し

ている。 

業種別にみると、すべての業種において「設けていない」が 6 割以上である。 

従業員規模別にみると、従業員規模が大きくなるにつれて「設けている」の割合が高くなる傾向が

あり、300 人以上では 60.0％である。 

 

  

＜業種別＞ 

＜前回比較＞ 

＜従業員規模別＞ 

24.2 

37.4

69.1 

60.6

6.7 

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

29.2 

27.6 

20.7 

21.7 

23.5 

64.6 

69.0 

69.0 

69.6 

70.6 

6.3 

3.5 

10.3 

8.7 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

12.5 

15.9 

39.1 

35.5 

42.9 

60.0 

83.3 

76.1 

60.9 

54.8 

57.1 

20.0 

4.2 

8.0 

9.7 

20.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

設けている 設けていない 

 

無回答 無効回答 
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③ 女性を登用するうえでの問題点 

問 4 女性の登用を推進するうえで、どのような問題点がありますか。 (あてはまるものすべてに○) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、「家庭での家事・育児などの負担を考慮する必要がある」が 50.0％と最も高く、次に「問

題はない」が 23.2％、「時間外勤務、深夜労働をさせにくい」が 22.2％、「女性は昇格や管理職等会

社運営の立場となることを希望しない」が 21.1％となっている。 

前回調査と比べると、｢問題はない｣が 4.5 ポイント高くなり、｢時間外勤務、深夜労働をさせにくい」

が 12.6 ポイント低くなっている。 

業種別にみると、すべての業種において「家庭での家事・育児などの負担を考慮する必要がある」

が最も高く、製造業では「女性は昇格や管理職等会社運営の立場となることを希望しない」も並んで

高い割合となっている。 

従業員規模別にみると、100～299 人では「家庭での家事・育児などの負担を考慮する必要がある」

よりも「女性は昇格や管理職等会社運営の立場となることを希望しない」が 7.1 ポイント高い。 

 

  

＜前回比較＞ 

50.0 

22.2 

21.1 

8.3 

7.2 

5.7 

5.2 

4.1 

23.2 

3.1 

5.2 

0.0 

58.1

34.8

0.0 

14.1

9.6

3.5

4.5

9.1

18.7

5.6

2.5

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭での家事・育児などの負担を考慮する必要がある

時間外勤務、深夜勤務をさせにくい

*女性は昇格や管理職等会社運営の立場となることを希望しない

重量物の取り扱いや危険有害業務について、法律上の制約がある

女性の勤続年数が短い

女性のための就業環境の整備にコストがかかる

顧客や取引先を含め社会一般の理解が不十分である

管理職の男性や同僚の男性の認識、理解が不十分である

問題はない

その他

無回答

無効回答

*令和元年追加項目
 

令和元年調査（N=194） 平成 26 年調査（N=198） 
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① 家庭での家事・育児などの負担を考慮する必要がある ⑨ 問題はない 

② 時間外勤務、深夜勤務をさせにくい ⑩ その他 

③ 女性は昇格や管理職等会社運営の立場となることを希望しない ⑪ 無回答 

④ 重量物の取り扱いや危険有害業務について、法律上の制約がある      ⑫ 無効回答 

⑤ 女性の勤続年数が短い 

⑥ 女性のための就業環境の整備にコストがかかる 

⑦ 顧客や取引先を含め社会一般の理解が不十分である 

⑧ 管理職の男性や同僚の男性の認識、理解が不十分である 

【業種別結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【従業員規模別結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.0 
60.0 
60.0 

40.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

20.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

３００人以上（N=5）

42.9 
28.6 

50.0 
0.0 

7.1 
14.3 

0.0 
7.1 
7.1 

14.3 
0.0 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

１００～２９９人（N=14）

67.7 
9.7 

29.0 
3.2 
6.5 
6.5 

12.9 
12.9 

25.8 
0.0 
0.0 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

５０～９９人（N=31）

52.2 
30.4 

17.4 
0.0 

17.4 
0.0 

4.4 
8.7 

21.7 
0.0 

4.4 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

３０～４９人（N=23）

43.2 
21.6 

17.1 
12.5 

5.7 
4.6 
3.4 

1.1 
25.0 

2.3 
9.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

１０～２９人（N=88）

54.2 
25.0 

8.3 
8.3 

4.2 
12.5 

8.3 
0.0 

25.0 
0.0 
4.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

１０人未満（N=24）

67.7 
26.5 

23.5 
5.9 
5.9 

11.8 
0.0 
2.9 

17.7 
2.9 
2.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

その他業種（N=34）

56.5 
13.0 

23.9 
2.2 

6.5 
6.5 

0.0 
2.2 

26.1 
0.0 

4.4 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

サービス業（N=46）

55.2 
31.0 

20.7 
10.3 

6.9 
0.0 

6.9 
0.0 

27.6 
0.0 
3.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

卸売・小売業、飲食業（N=29）

34.5 
20.7 

34.5 
13.8 

6.9 
6.9 

13.8 
10.3 

31.0 
3.5 
3.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

製造業（N=29）

39.6 
25.0 

10.4 
12.5 
10.4 

4.2 
8.3 
6.3 

18.8 
4.2 
8.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

建設業（N=48）
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２ 育児・介護休業制度について 
（１） 育児休業制度の設置・利用状況 

 

① 設置状況 

問 5-1 育児休業制度について (○は 1 つ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「制度を就業規則に入れている」が 83.5％と最も高く、「制度を取り入れる予定はない」が

5.2％である。 

前回調査と比べると、「制度を就業規則に入れている」が 3.9 ポイント減少し、「制度を取り入れる

予定はない」が 1.2 ポイント増加している。 

業種別にみると、「制度を就業規則に入れている」の割合が、すべての業種で 7 割以上である。 

従業員規模別にみると、模別が大きくなるにつれて「制度を就業規則に入れている」の割合が高く

なっている。  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

83.5 

87.4

2.6 

2.5

3.1 

1.0

2.1 

4.0

5.2 

4.0

3.6 

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

77.1 

89.7 

89.7 

89.1 

73.5 

2.1 

2.2 

8.8 

2.1 

3.5 

3.5 

2.2 

5.9 

4.4 

2.9 

16.7 

5.9 

2.1 

6.9 

6.9 

2.2 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

54.2 

81.8 

87.0 

100.0 

92.9 

100.0 

8.3 

1.1 

8.7 

16.7 

1.1 

4.4 

4.2 

2.3 

8.3 

9.1 

8.3 

4.6 

7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

制度を取り入れる予定はない 

制度を取り入れることとしている その他 

制度を就業規則に入れている 就業規則には入れていないが実施したことがある 

 
無回答 

無効回答 
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② 利用状況 

問 5-2 問 5-1 で「1～3」までのいずれかにお答えの事業所におたずねします。 

平成 30 年の育児休業制度の利用について (○は 1 つ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 
内訳 

男性 女性 

１７３人 

（１４６人） 

１１人 

（１人） 

１６２人 

（１４５人） 

 

全体では「利用があった」が 38.7％と最も高く、次に「対象者がなかった」が 31.2％で、「利用がな

かった」が 28.9％となっている。 

前回調査と比べると、「利用があった」が 2.6 ポイント増加し、「利用がなかった」が 2.2 ポイント減

少している。 

業種別にみると、製造業では「利用があった」の割合が 51.9％で最も高く、建設業では「利用がな

かった」の割合が 41.0％で最も高い。 

従業員規模別にみると、規模が大きくなるにつれて「利用があった」の割合が高くなっている。

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

＜利用人数＞ 

38.7 

36.1

28.9 

31.1

31.2 

32.8

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=173）

平成26年調査（N=180）

23.1 

51.9 

48.2 

37.2 

33.3 

41.0 

25.9 

25.9 

25.6 

26.7 

35.9 

18.5 

25.9 

34.9 

40.0 

3.7 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=39）

製造業（N=27）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=43）

その他業種（N=30）

26.3 

23.0 

34.8 

48.4 

84.6 

100.0 

10.5 

37.8 

34.8 

35.5 

63.2 

39.2 

26.1 

12.9 

15.4 

4.4 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=19）

１０～２９人（N=74）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=13）

３００人以上（N=5）

利用があった 利用がなかった 

対象者がなかった 無回答 

無効回答 

（ ）内 平成 26年調査 
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（２） 介護休業制度の設置・利用状況 

 

① 設置状況 

問 6-1 介護休業制度について (○は 1 つ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「制度を就業規則に入れている」が 78.9％と最も高く、「制度を取り入れる予定はない」が

10.8％である。 

前回調査と比べると、「制度を就業規則に入れている」が 2.1 ポイント増加し、「制度を取り入れる

予定はない」が 0.7 ポイント増加している。 

業種別にみると、サービス業では「制度を就業規則に入れている」の割合が 87.0％で最も高く、そ

の他の業種では「制度を取り入れることとしている」の割合が 8.8％で最も高い。 

従業員規模別にみると、「制度を就業規則に入れている」が 10 人未満では 50.0％だが、10 人以

上の規模ではいずれも 7 割以上となっている。  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

78.9 

76.8

0.5 

1.0

4.1 

5.1

1.6 

4.5

10.8 

10.1

4.1 

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

72.9 

82.8 

86.2 

87.0 

61.8 

2.2 

4.2 

3.5 

4.4 

8.8 

4.4 

2.9 

18.8 

6.9 

3.5 

2.2 

23.5 

4.2 

10.3 

6.9 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

50.0 

73.9 

82.6 

96.8 

92.9 

100.0 

4.4 

8.3 

3.4 

8.7 

7.1 

4.2 
2.3 

29.2 

14.8 

4.4 

8.3 

5.7 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

制度を取り入れる予定はない 

制度を取り入れることとしている その他 

制度を就業規則に入れている 就業規則には入れていないが実施したことがある 

 
無回答 

無効回答 
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② 利用状況 

問 6-2 問 6-1 で「1～3」までのいずれかにお答えの事業所におたずねします。 

平成 30 年の介護休業制度の利用について (○は 1 つ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 
内訳 

男性 女性 

１１人 

（９人） 

４人 

（４人） 

７人 

（５人） 

 

 

全体では「利用がなかった」が 51.9％と最も高く、次に「対象者がなかった」が 39.5％で、「利用が

あった」は 6.8％である。 

前回調査と比べると、あまり大きな違いは見られない。 

業種別にみると、サービス業では「利用があった」の割合が 11.6％で最も高い。 

従業員規模別にみると、300 人未満の規模では「利用があった」がいずれも 1 割未満である。

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

＜利用人数＞ 

6.8 

4.3

51.9 

57.3

39.5 

37.8

1.2 

0.6

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=162）

平成26年調査（N=164）

2.7 

4.2 

7.7 

11.6 

4.2 

54.1 

62.5 

50.0 

55.8 

37.5 

37.8 

29.2 

42.3 

32.6 

58.3 

2.7 

4.2 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=37）

製造業（N=24）

卸売・小売業、飲食業（N=26）

サービス業（N=43）

その他業種（N=24）

7.1 

2.9 

9.1 

3.3 

7.1 

60.0 

21.4 

51.5 

59.1 

70.0 

50.0 

20.0 

71.4 

44.1 

31.8 

23.3 

42.9 

1.5 

20.0 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=14）

１０～２９人（N=68）

３０～４９人（N=22）

５０～９９人（N=30）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

利用があった 利用がなかった 

対象者がなかった 無回答 

無効回答 

（ ）内 平成 26年調査 
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３ セクシュアル・ハラスメントなどについて 
（１） セクシュアル・ハラスメントなどの防止対策の状況 

 

① 防止に関する方針の文書化の状況 

問 7 セクシュアル・ハラスメントなどの防止に関する方針について (⑴⑵について○は 1 つずつ) 

〔セクシュアル・ハラスメントの防止に関する方針〕 ⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「方針を文書化している」が 54.6％と最も高く、次に「方針を文書化する予定はない」が

23.7％で、「方針を文書化していないが対策を講じている」が 12.4％、「方針を文書化する予定があ

る」が 6.2％となっている。 

前回調査と比べると、「方針を文書化している」「方針を文書化していないが対策を講じている」

「方針を文書化する予定がある」を合わせると 0.9 ポイント増加し、「方針を文書化する予定はない」

が 3.1 ポイント減少している。 

業種別にみると、「方針を文書化している」の割合が卸売･小売業･飲食業で 72.4％と最も高く、次

に製造業が 65.5％である。 

従業員規模別に見ると、規模が大きくなるにつれて「方針を文書化している」の割合が高い。  

＜前回比較＞ 

＜従業員規模別＞ 

＜業種別＞ 

54.6 

56.1

12.4 

10.1

6.2 

6.1

23.7 

26.8

3.1 

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

50.0 

65.5 

72.4 

52.2 

38.2 

14.6 

13.8 

3.5 

13.0 

14.7 

4.2 

6.9 

6.9 

6.5 

8.8 

25.0 

10.3 

13.8 

26.1 

38.2 

6.3 

3.5 

3.5 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

20.8 

43.2 

60.9 

83.9 

85.7 

100.0 

20.8 

11.4 

13.0 

9.7 

14.3 

16.7 

5.7 

8.7 

3.2 

37.5 

34.1 

17.4 

3.2 

4.2 

5.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

方針を文書化する予定がある 方針を文書化する予定はない 

方針を文書化していないが対策を講じている 方針を文書化している 

無回答 無効回答 
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〔その他のハラスメントの防止に関する方針〕 ⑵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「方針を文書化している」が 43.8％と最も高く、「方針を文書化する予定はない」は

25.8％となっている。 

前回調査と比べると、「方針を文書化している」「方針を文書化していないが対策を講じている」

「方針を文書化する予定がある」を合わせると 69.6％で 5 ポイント増加し、「方針を文書化する予定は

ない」は 6 ポイント減少している。 

業種別にみると、「方針を文書化している」の割合が卸売･小売業･飲食業で 65.5％と最も高く、次

に製造業が 62.1％である。 

従業員規模別にみると、規模が大きくなるにつれて「方針を文書化している」の割合が高くなって

いる。 

 

  

＜従業員規模別＞ 

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

43.8 

33.8

16.5 

19.7

9.3 

11.1

25.8 

31.8

4.6 

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

35.4 

62.1 

65.5 

41.3 

23.5 

16.7 

13.8 

3.5 

19.6 

26.5 

10.4 

6.9 

13.8 

6.5 

11.8 

29.2 

13.8 

13.8 

26.1 

38.2 

8.3 

3.5 

3.5 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

16.7 

30.7 

47.8 

71.0 

78.6 

100.0 

25.0 

14.8 

21.7 

12.9 

21.4 

16.7 

9.1 

13.0 

9.7 

37.5 

36.4 

17.4 

6.5 

4.2 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

方針を文書化する予定がある 方針を文書化する予定はない 

方針を文書化していないが対策を講じている 方針を文書化している 

無回答 無効回答 
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② 防止対策の内容 

問 8 セクシュアル・ハラスメントなどの防止のためにどのような対策を実施していますか。 

（⑴⑵についてあてはまるものすべてに○) 

 

〔セクシュアル・ハラスメント〕 ⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「相談・苦情の窓口、担当者を設置している」が 42.8％と最も高く、次に「職場の方針、マ

ニュアル等を文書にして配布または掲示している」が 35.1％で、「なにもしていない」が 29.4％となっ

ている。 

前回調査と比べると、「その他」以外は減少していて、その中でも「職場の方針、マニュアル等を文

書にして配布または掲示している」が 4.3 ポイント、「なにもしていない」が 3.9 ポイントと他の項目に

比べて差が大きい。 

業種別にみると、「相談・苦情の窓口、担当者を設置している」が製造業では 51.7％と高い。また、

「なにもしていない」がその他業種では 44.1％と高い。 

従業員規模別にみると、「なにもしていない」が 10 人未満では 50.0％と最も高く、次に 10～29 人

が 40.9％である。50 人以上の規模では「相談・苦情の窓口、担当者を設置している」と「職場の方針、

マニュアル等を文書にして配布または掲示している」が 5 割以上と高くなっている。 

 

  

＜前回比較＞ 

42.8 

35.1 

21.7 

2.1 

29.4 

3.1 

0.0 

42.9

39.4

23.7

1.5

33.3

2.0

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談・苦情の窓口、担当者を設置している

職場の方針、マニュアル等を文書にして配布または掲示している

社内報・ポスター等での広報、職場での研修等で意識啓発に努めている

その他

なにもしていない

無回答

無効回答

令和元年調査（N=194） 平成 26 年調査（N=198） 
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〔セクシュアル・ハラスメント〕 ⑴ 

① 相談・苦情の窓口、担当者を設置している 

② 職場の方針、マニュアル等を文書にして配布または掲示している 

③ 社内報・ポスター等での広報、職場での研修等で意識啓発に努めている 

④ その他 

⑤ なにもしていない 

⑥ 無回答 

⑦ 無効回答 

【業種別結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【従業員規模別結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80.0 

100.0 

60.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

３００人以上（N=5）

64.3 

64.3 

50.0 

0.0 

7.1 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

１００～２９９人（N=14）

58.1 

54.8 

32.3 

3.2 

3.2 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

５０～９９人（N=31）

73.9 

39.1 

17.4 

0.0 

17.4 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

３０～４９人（N=23）

29.6 

25.0 

13.6 

3.4 

40.9 

4.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

１０～２９人（N=88）

20.8 

12.5 

16.7 

0.0 

50.0 

8.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

１０人未満（N=24）

32.4 

23.5 

23.5 

0.0 

44.1 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

その他業種（N=34）

41.3 

41.3 

15.2 

4.4 

28.3 

2.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

サービス業（N=46）

44.8 

48.3 

31.0 

0.0 

27.6 

6.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

卸売・小売業、飲食業（N=29）

51.7 

51.7 

27.6 

6.9 

17.2 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

製造業（N=29）

47.9 

20.8 

16.7 

0.0 

27.1 

6.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

建設業（N=48）
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〔その他のハラスメント〕 ⑵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「相談・苦情の窓口、担当者を設置している」が 40.7％と最も高く、次に「なにもしていな

い」が 30.9％で、「職場の方針、マニュアル等を文書にして配布または掲示している」が 28.4％、「社

内報・ポスター等での広報、職場での研修で意識啓発に努めている」が 24.2％となっている。 

前回調査と比べると、「相談・苦情の窓口、担当者を設置している」が 5.3 ポイント増加し、「なにも

していない」が 10 ポイント減少している。 

業種別にみると、「相談・苦情の窓口、担当者を設置している」が製造業で 51.7％と高く、次いで

卸売・小売業、飲食業が 44.8％、建設業が 39.6％となっている。その他の業種では「なにもしていな

い」が最も高く 4 割を超えている。 

従業員規模別にみると、10 人未満、10～29 人では「なにもしていない」が最も高く、30 人以上の

規模では「相談・苦情の窓口、担当者を設置している」が 5 割を超えている。 

 

  

＜前回比較＞ 

40.7 

28.4 

24.2 

2.1 

30.9 

4.1 

0.0 

35.4

23.2

20.2

3.5

40.9

3.0

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談・苦情の窓口、担当者を設置している

職場の方針、マニュアル等を文書にして配布または掲示している

社内報・ポスター等での広報、職場での研修等で意識啓発に努めている

その他

なにもしていない

無回答

無効回答

令和元年調査（N=194） 平成 26 年調査（N=198） 
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〔その他のハラスメント〕 ⑵ 

① 相談・苦情の窓口、担当者を設置している 

② 職場の方針、マニュアル等を文書にして配布または掲示している 

③ 社内報・ポスター等での広報、職場での研修等で意識啓発に努めている 

④ その他 

⑤ なにもしていない 

⑥ 無回答 

⑦ 無効回答 

【業種別結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【従業員規模別結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80.0 

80.0 

60.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

３００人以上（N=5）

64.3 

57.1 

71.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

１００～２９９人（N=14）

54.8 

48.4 

35.5 

3.2 

9.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

５０～９９人（N=31）

78.3 

26.1 

17.4 

0.0 

17.4 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

３０～４９人（N=23）

25.0 

19.3 

13.6 

3.4 

43.2 

6.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

１０～２９人（N=88）

20.8 

8.3 

20.8 

0.0 

50.0 

8.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

１０人未満（N=24）

38.2 

11.8 

26.5 

0.0 

44.1 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

その他業種（N=34）

37.0 

32.6 

19.6 

4.4 

28.3 

6.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

サービス業（N=46）

44.8 

44.8 

34.5 

0.0 

24.1 

6.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

卸売・小売業、飲食業（N=29）

51.7 

48.3 

27.6 

6.9 

20.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

製造業（N=29）

39.6 

14.6 

18.8 

0.0 

33.3 

6.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

建設業（N=48）
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（２） 相談・苦情に対応する相談員の状況 

 

問 9 セクシュアル・ハラスメントなどの相談・苦情に対応される相談員について 

(⑴⑵について○は 1 つずつ) 

 

〔セクシュアル・ハラスメントに対応する相談員〕  ⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
全体では「男女の相談員がいる」が 28.9％と最も高く、次に「なにもしていない」が 23.7％、「定めら

れた相談員はなくその都度対応する」が 19.6％となっている。 

前回調査と比べると、「定められた相談員はなくその都度対応する」が 7.2 ポイント減少し、「なにも

していない」が 3.0 ポイント増加している。 

業種別にみると、「男性相談員がいる」「女性相談員がいる」「男女の相談員がいる」の割合の合計

が、製造業と卸売・小売業、飲食業では 5 割以上である。 

従業員規模別にみると、100 人以上の規模では「男女の相談員がいる」が 7 割以上である。  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

7.2 

8.1

9.3 

7.1

28.9 

29.8

19.6 

26.8

1.6 

6.6

23.7 

20.7

4.1 

1.0

5.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

6.3 

6.9 

3.5 

8.7 

8.8 

12.5 

10.3 

6.9 

2.2 

14.7 

22.9 

41.4 

41.4 

32.6 

17.7 

20.8 

24.1 

10.3 

19.6 

17.7 

2.1 

3.5 

3.5 

18.8 

10.3 

20.7 

26.1 

38.2 

8.3 

6.9 

4.4 

8.3 

3.5 

6.9 

6.5 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

6.8 

17.4 

9.7 

12.5 

10.2 

4.4 

12.9 

8.3 

12.5 

43.5 

54.8 

78.6 

80.0 

25.0 

23.9 

17.4 

12.9 

7.1 

2.3 

3.2 

41.7 

33.0 

8.7 

3.2 

7.1 

8.3 

5.7 

3.2 

4.2 

5.7 

8.7 

7.1 

20.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

男性相談員がいる 女性相談員がいる 

男女の相談員がいる 定められた相談員はなくその都度対応する 

その他 なにもしていない 

無回答 無効回答 
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〔その他のハラスメントに対応する相談員〕  ⑵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「男女の相談員がいる」が 27.3％と最も高く、次に「定められた相談員はなくその都度対

応する」が 23.7％で、「なにもしていない」が 23.7％となっている。 

前回調査と比べると、「男女の相談員がいる」が 5.6ポイント増加し、「定められた相談員はなくその

都度対応する」が 11.1 ポイント減少している。 

業種別にみると、「男性相談員がいる」「女性相談員がいる」「男女の相談員がいる」の割合の合計

が、製造業と卸売・小売業、飲食業では 5 割以上である。 

従業員規模別にみると、100 人以上の規模では「男女の相談員がいる」が 7 割以上である。 

 

  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

7.2 

6.6

6.7 

5.1

27.3 

21.7

23.7 

34.8

2.1 

5.1

23.7 

24.2

4.6 

2.5

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

10.4 

6.9 

3.5 

6.5 

5.9 

4.2 

6.9 

6.9 

2.2 

14.7 

20.8 

41.4 

41.4 

28.3 

17.7 

27.1 

27.6 

13.8 

23.9 

20.6 

4.2 

3.5 

3.5 

20.8 

10.3 

17.2 

26.1 

38.2 

6.3 

6.9 

8.7 

6.3 

3.5 

6.9 

4.4 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

8.0 

13.0 

9.7 

8.3 

6.8 

4.4 

9.7 

8.3 

9.1 

43.5 

54.8 

78.6 

80.0 

25.0 

29.6 

21.7 

16.1 

14.3 

4.2 

2.3 

3.2 

41.7 

34.1 

8.7 

3.2 

8.3 

6.8 

3.2 

4.2 

3.4 

8.7 

7.1 

20.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

男性相談員がいる 女性相談員がいる 

男女の相談員がいる 定められた相談員はなくその都度対応する 

その他 なにもしていない 

無回答 無効回答 
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４ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 
（１） ワーク・ライフ・バランスの取組状況 

 

① 認知の状況 

問 10 「ワーク・ライフ・バランス」について知っていますか。 (○は 1 つ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「だいたい理解している」が 58.3％と最も高く、次に「言葉は聞いたことがあるが、内容ま

ではよく知らない」が 16.5％で、「よく理解している」が 15.0％となっている。 

前回調査と比べると、「だいたい理解している」が 17.4 ポイント増加し、「言葉は聞いたことがある

が、内容まではよく知らない」が 13.3 ポイント減少している。 

業種別にみると、「よく理解している」または「だいたい理解している」の割合が、すべての業種に

おいて 6 割以上である。 

従業員別規模にみると、規模が大きくなるにつれて、「よく理解している」または「だいたい理解し

ている」の割合が高くなっている。  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

15.0 

19.7

58.3 

40.9

16.5 

29.8

8.8 

9.1

1.6 

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

10.4 

17.2 

13.8 

15.2 

17.7 

64.6 

55.2 

55.2 

63.0 

47.1 

16.7 

10.3 

17.2 

15.2 

23.5 

8.3 

13.8 

10.3 

4.4 

11.8 

3.5 

3.5 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

4.2 

8.0 

21.7 

22.6 

21.4 

80.0 

54.2 

60.2 

52.2 

58.1 

71.4 

20.0 

20.8 

20.5 

13.0 

12.9 

7.1 

16.7 

11.4 

8.7 

3.2 

4.2 

4.4 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

よく理解している だいたい理解している 

言葉は聞いたことがあるが内容は知らない 言葉も内容も知らない 

無回答 無効回答 
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② 推進の必要性 

問 11 「ワーク・ライフ・バランス」を企業で推進していくことについて (○は 1 つ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「どちらかといえば必要である」が 39.2％と最も高く、次に「必要である」が 36.6％

で、「わからない」が 11.9％となっている。 

前回調査と比べると、「必要である」または「どちらかといえば必要である」の割合が 3.6

ポイント増加している。 

業種別にみると、「あまり必要ではない」または「必要ではない」の割合が、卸売・小売業、

飲食業では 20.7％と最も高い。 

従業員規模別にみると、規模が大きくなるにつれて「必要である」または「どちらかとい

えば必要である」の割合が高くなっている。 

 

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

36.6 

30.3

39.2 

41.9

8.8 

12.1

1.6 

1.5

11.9 

14.1

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

33.3 

37.9 

24.1 

45.7 

35.3 

50.0 

37.9 

34.5 

39.1 

32.4 

8.3 

10.3 

13.8 

4.4 

8.8 

6.9 

2.9 

8.3 

10.3 

17.2 

6.5 

20.6 

3.5 

3.5 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

16.7 

33.0 

34.8 

48.4 

64.3 

60.0 

50.0 

39.8 

43.5 

29.0 

35.7 

40.0 

4.2 

11.4 

4.4 

12.9 

4.2 

2.3 

20.8 

13.6 

13.0 

6.5 

4.2 

4.4 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

必要である どちらかといえば必要である あまり必要ではない 

必要ではない わからない 無回答 

無効回答 
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③ 取組の有無 

問 12 「ワーク・ライフ・バランス」について何か取組みをしていますか。 (○は 1 つ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「取組をしている」が 32.0％で、「取組をしていない」が 63.9％である。 

前回調査と比べると、「取組をしている」が 5.2 ポイント増加していて、「取組をしていない」が 5.8 ポ

イント減少している。 

業種別にみると、「取組をしている」が製造業で 34.5％と最も高く、次に建設業が 33.3％で、その

他業種が 32.4％となっている。 

従業員規模別にみると、規模が大きくなるにつれて「取組をしている」の割合が高くなってい

る。 

 

＜前回比較＞ 

＜従業員規模別＞ 

＜業種別＞ 

32.0 

26.8

63.9 

69.7

4.1 

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

33.3 

34.5 

31.0 

28.3 

32.4 

60.4 

62.1 

58.6 

69.6 

67.7 

6.3 

3.5 

10.3 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

25.0 

20.5 

34.8 

35.5 

71.4 

80.0 

70.8 

75.0 

60.9 

58.1 

28.6 

20.0 

4.2 

4.6 

4.4 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

取組をしている 取組をしていない 無回答 無効回答 
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④ 推進の効果 

問 13 「ワーク・ライフ・バランス」を企業で推進していく効果についてどのように感じられますか。 

(⑴～⑹について○は 1 つずつ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６つの分野のうち、「効果がある」の割合が“優秀な人材や女性人材の確保・維持”（26.3％）で最も

高く、次に“企業イメージ・評価の向上”（21.7％）で、“従業員の士気・モティベーション・モラルの向

上”（20.6％）となっている。 

 

  

＜全体＞ 

26.3 

5.7 

20.6 

12.4 

17.0 

21.7 

35.1 

15.0 

37.1 

37.6 

30.9 

35.1 

20.6 

42.8 

22.2 

29.4 

26.8 

24.2 

1.0 

7.2 

1.6 

1.6 

1.6 

1.0 

2.1 

8.8 

1.6 

2.1 

2.6 

0.5 

9.3 

13.4 

9.3 

9.3 

13.9 

10.8 

5.7 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

6.7 

0.5 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

優秀な人材や女性人材の確保・維持

コスト低減（人材育成の経費を含む）

従業員の士気・モティベーション・モラルの向上

業務改善への関心の高まり

採用応募者の増加

企業イメージ・評価の向上

効果がある どちらかといえば効果がある どちらともいえない 

どちらかといえば効果がない 効果がない わからない 

無回答 無効回答
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20.8 

26.1 

30.4 

38.7 

21.4 

20.0 

25.0 

30.7 

43.5 

35.5 

57.1 

40.0 

25.0 

20.5 

13.0 

19.4 

21.4 

40.0 

2.3 

4.2 

2.3 

4.4 

20.8 

10.2 

4.4 

3.2 

4.2 

8.0 

4.4 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

26.3 

26.3

35.1 

32.8

20.6 

22.7

1.0 

1.0

2.1 

3.0

9.3 

12.6

5.7 

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

〔優秀な人材や女性人材の確保・維持〕 ⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「どちらかといえば効果がある」が 35.1％と最も高く、「効果がある」と合計すると 61.4％に

なる。 

前回調査と比べると、「効果がある」または「どちらかといえば効果がある」の割合が 2.3 ポイント増

加している。 

業種別にみると、「効果がある」または「どちらかといえば効果がある」の割合は、建設業が最も高

い。 

従業員規模別にみると、「どちらとも言えない」が 300 人以上で 40.0％と高く、30～49 人では

13.0％と低い。 

  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

31.3 

27.6 

17.2 

30.4 

23.5 

35.4 

34.5 

44.8 

30.4 

32.4 

22.9 

17.2 

17.2 

23.9 

20.6 

3.5 

2.2 

3.5 

3.5 

5.9 

6.3 

3.5 

10.3 

8.7 

14.7 

4.2 

13.8 

3.5 

4.4 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

効果がある どちらかといえば効果がある どちらともいえない 

どちらかといえば効果がない 効果がない わからない 

無回答 無効回答
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4.2 

4.6 

16.1 

16.7 

15.9 

13.0 

16.1 

7.1 

20.0 

50.0 

35.2 

56.5 

41.9 

57.1 

60.0 

6.8 

4.4 

12.9 

14.3 

20.0 

4.2 

10.2 

8.7 

3.2 

21.4 

16.7 

17.1 

13.0 

6.5 

8.3 

10.2 

4.4 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

〔コスト低減（人材育成の経費を含む）〕 ⑵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「どちらとも言えない」が 42.8％と最も高く、次に「どちらかといえば効果がある」が 15.0％

で、「わからない」が 13.4％となっている。 

前回調査と比べると、「効果がある」または「どちらかといえば効果がある」の割合が 1.1 ポイント減

少し、「どちらとも言えない」が 4.4 ポイント増加している。 

業種別、従業員規模別にみても、「どちらともいえない」の割合が高い。 

 

  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

6.3 

3.5 

3.5 

6.5 

5.9 

6.3 

13.8 

24.1 

19.6 

17.7 

52.1 

41.4 

34.5 

41.3 

38.2 

8.3 

6.9 

3.5 

13.0 

2.9 

6.3 

13.8 

13.8 

4.4 

11.8 

16.7 

3.5 

17.2 

10.9 

14.7 

4.2 

17.2 

3.5 

4.4 

8.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

5.7 

6.6

15.0 

15.2

42.8 

38.4

7.2 

11.1

8.8 

8.6

13.4 

18.7

7.2 

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

効果がある どちらかといえば効果がある どちらともいえない 

どちらかといえば効果がない 効果がない わからない 

無回答 無効回答
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18.8 

17.2 

27.6 

23.9 

14.7 

39.6 

41.4 

31.0 

34.8 

41.2 

22.9 

20.7 

17.2 

28.3 

20.6 

2.1 

3.5 

2.9 

3.5 

3.5 

2.9 

12.5 

10.3 

8.7 

8.8 

4.2 

17.2 

3.5 

4.4 

8.8 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

20.6 

20.2

37.1 

38.9

22.2 

22.2

1.6 

2.5

1.6 

3.5

9.3 

11.6

7.2 

1.0

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

〔従業員の士気・モティベーション・モラルの向上〕 ⑶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「どちらかといえば効果がある」が 37.1％と最も高く、次に「どちらとも言えない」が 22.2％

で、「効果がある」が 20.6％となっている。 

前回調査と比べると、あまり違いは見られない。 

業種別にみると、「効果がある」または「どちらかといえば効果がある」の割合がすべての業種にお

いて 5 割以上である。 

従業員規模別にみると、「どちらとも言えない」の割合が 50～99 人で 35.5％と最も高い。 

 

  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

20.8 

17.1 

8.7 

32.3 

28.6 

40.0 

25.0 

36.4 

56.5 

25.8 

57.1 

40.0 

20.8 

20.5 

21.7 

35.5 

14.3 

20.0 

4.2 

2.3 

4.2 

2.3 

16.7 

10.2 

8.7 

3.2 

8.3 

10.2 

4.4 

3.2 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

効果がある どちらかといえば効果がある どちらともいえない 

どちらかといえば効果がない 効果がない わからない 

無回答 無効回答
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12.5 

3.5 

13.8 

19.6 

8.8 

43.8 

27.6 

37.9 

32.6 

44.1 

27.1 

44.8 

31.0 

30.4 

20.6 

4.4 

2.9 

3.5 

3.5 

5.9 

10.4 

10.3 

8.7 

11.8 

6.3 

17.2 

3.5 

4.4 

5.9 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

〔業務改善への関心の高まり〕 ⑷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「どちらかといえば効果がある」が 37.6％と最も高く、次に「どちらともいえない」が 29.4％

で、「効果がある」が 12.4％となっている。 

前回調査と比べると、あまり違いは見られない。 

業種別にみると、「効果がある」または「どちらかといえば効果がある」の割合が、製造業以外の業

種では 5 割以上である。製造業では「どちらともいえない」が 44.8％と高い。 

従業員規模別にみると、規模が大きくなるにつれて「効果がある」または「どちらかといえば効果

がある」の割合が高くなっている。 

 

  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

16.7 

10.2 

4.4 

19.4 

14.3 

20.0 

25.0 

37.5 

39.1 

35.5 

50.0 

60.0 

33.3 

28.4 

39.1 

29.0 

28.6 

20.0 

1.1 

3.2 

7.1 

2.3 

4.4 

3.2 

16.7 

10.2 

8.7 

3.2 

8.3 

10.2 

4.4 

3.2 
3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

12.4 

12.6

37.6 

36.9

29.4 

27.3

1.6 

3.5

2.1 

4.0

9.3 

13.6

7.2 

2.0

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

効果がある どちらかといえば効果がある どちらともいえない 

どちらかといえば効果がない 効果がない わからない 

無回答 無効回答
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〔採用応募者の増加〕 ⑸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「どちらかといえば効果がある」が 30.9％と最も高く、次に「どちらともいえない」が 26.8％

で、「効果がある」が 17.0％である。 

前回調査と比べると、「効果がある」または「どちらかといえば効果がある」の割合が 7.5 ポイント増

加している。 

業種別にみると、「効果がある」または「どちらかといえば効果がある」の割合が建設業、サービス

業、その他業種では 5 割以上である。 

従業員規模別にみると、規模が大きくなるにつれて「効果がある」または「どちらかといえば効果

がある」の割合が高くなっている。 

  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

18.8 

10.3 

13.8 

15.2 

23.5 

31.3 

27.6 

31.0 

34.8 

26.5 

27.1 

31.0 

31.0 

32.6 

17.7 

3.5 

5.9 

4.2 

3.5 

3.5 

2.9 

12.5 

10.3 

13.8 

13.0 

17.7 

6.3 

17.2 

3.5 

4.4 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

20.8 

11.4 

13.0 

38.7 

7.1 

20.0 

20.8 

26.1 

34.8 

25.8 

64.3 

60.0 

29.2 

30.7 

26.1 

22.6 

21.4 

20.0 

1.1 

3.2 

7.1 

4.6 

4.4 

20.8 

15.9 

17.4 

6.5 

8.3 

10.2 

4.4 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

17.0 

13.1

30.9 

27.3

26.8 

33.8

1.6 

3.0

2.6 

4.0

13.9 

17.7

7.2 

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

効果がある どちらかといえば効果がある どちらともいえない 

どちらかといえば効果がない 効果がない わからない 

無回答 無効回答
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27.1 

10.3 

17.2 

23.9 

20.6 

29.2 

44.8 

44.8 

39.1 

23.5 

25.0 

27.6 

20.7 

19.6 

35.3 

3.5 

2.9 

3.5 

14.6 

6.9 

13.0 

11.8 

4.2 

17.2 

3.5 

4.4 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（N=48）

製造業（N=29）

卸売・小売業、飲食業（N=29）

サービス業（N=46）

その他業種（N=34）

21.7 

20.2

35.1 

42.4

24.2 

20.7

1.0 

0.5 

1.5

10.8 

13.6

6.7 

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年調査（N=194）

平成26年調査（N=198）

〔企業イメージ・評価の向上〕 ⑹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「どちらかといえば効果がある」が 35.1％と最も高く、次に「どちらともいえない」が 24.2％

で、「効果がある」が 21.7％となっている。 

前回調査と比べると、「効果がある」または「どちらかといえば効果がある」の割合が 5.8 ポイント減

少している。 

業種別にみると、「効果がある」または「どちらかといえば効果がある」の割合が、卸売･小売業、飲

食業とサービス業で 6 割を超えている。 

従業員規模別にみると、「効果がある」または「どちらかといえば効果がある」の割合が、規模が大

きくなるにつれて高くなっている。 

 

  

＜前回比較＞ 

＜業種別＞ 

＜従業員規模別＞ 

20.8 

18.2 

26.1 

32.3 

14.3 

20.0 

12.5 

35.2 

34.8 

35.5 

57.1 

60.0 

41.7 

22.7 

26.1 

22.6 

21.4 

20.0 

4.4 

7.1 

1.1 

16.7 

13.6 

4.4 

6.5 

8.3 

9.1 

4.4 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０人未満（N=24）

１０～２９人（N=88）

３０～４９人（N=23）

５０～９９人（N=31）

１００～２９９人（N=14）

３００人以上（N=5）

効果がある どちらかといえば効果がある どちらともいえない 

どちらかといえば効果がない 効果がない わからない 

無回答 無効回答
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73.2 

65.5 

61.3 

42.8 

41.8 

30.4 

29.9 

28.4 

25.8 

21.7 

19.6 

19.6 

16.5 

15.0 

13.9 

10.3 

8.3 

5.7 

5.2 

4.6 

3.1 

2.6 

1.6 

3.6 

0.0 

35.9

52.0

67.7

41.4

44.9

0.0

23.2

31.8

25.3

19.7

16.7

21.2

21.7

13.6

12.1

12.1

0.0

5.1

9.1

4.5

3.0

1.5

2.0

6.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年次有給休暇の取得促進

半日単位の有給休暇

産前・産後休暇制度

子どものための看護休暇

短時間勤務制度

*学校や地区の行事参加のための休暇

時間単位の有給休暇

始業・就業時間の繰り下げ、繰り上げ

所定外労働の免除

勤務時間、勤務地、担当業務について希望を聞く

就業形態の変更

再雇用制度（育児・介護により退職した従業員の再雇用）

ノー残業デーの推奨

休業中の手当支給

資格取得などの自己啓発のための休暇

フレックスタイム

*リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇

育児・介護休業中の経済的支援

社会貢献のための休暇

健康維持（増進）のための休暇

自己啓発、健康維持（増進）、社会貢献のための休暇中の経済的支援

在宅勤務

その他

無回答

無効回答

⑤ 具体的な取組 

問 14 貴社（事業所）で次の取組みをしていますか。 （あてはまるものすべてに○) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*令和元年追加項目    

全体では「年次有給休暇の取得促進」が 73.2％と最も高く、次に「半日単位の有給休暇」が

65.5％、「産前・産後休暇制度」が 61.3％となっている。 

前回調査と比べると、「年次有給休暇の取得促進」が 37.3 ポイント増加している。 

業種別にみると、すべての業種において「年次有給休暇の取得促進」が 6 割以上である。 

従業員規模別にみると、規模が大きくなるにつれて割合が 6 割以上の取組み項目が増えてい

る。  

＜前回比較＞ 

令和元年調査（N=194） 平成 26 年調査（N=198） 
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72.4 
69.0 
69.0 

41.4 
48.3 

27.6 
17.2 

24.1 
34.5 

10.3 
10.3 
13.8 

27.6 
6.9 

3.5 
17.2 

10.3 
3.5 
6.9 

0.0 
0.0 
3.5 
3.5 
3.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

製造業（N=29）

① 年次有給休暇の取得促進 

② 半日単位の有給休暇 

③ 産前・産後休暇制度  

④ 子どものための看護休暇 

⑤ 短時間勤務制度 

⑥ 学校や地区の行事参加のための休暇  

⑦ 時間単位の有給休暇 

⑧ 始業・就業時間の繰り下げ、繰り上げ 

⑨ 所定外労働の免除 

⑩ 勤務時間、勤務地、担当業務について希望を聞く 

⑪ 就業形態の変更 

⑫ 再雇用制度（育児・介護により退職した従業員の再雇用） 

⑬ ノー残業デーの推奨 

⑭ 休業中の手当支給 

⑮ 資格取得などの自己啓発のための休暇 

⑯ フレックスタイム 

⑰ リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇 

⑱ 育児・介護休業中の経済的支援 

⑲ 社会貢献のための休暇 

⑳ 健康維持（増進）のための休暇 

㉑ 自己啓発、健康維持（増進）、社会貢献のための休暇中の経済的支援 

㉒ 在宅勤務 

㉓ その他 

㉔ 無回答 

㉕ 無効回答 

【業種別結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

79.3 
75.9 

69.0 
48.3 
51.7 

24.1 
24.1 
27.6 

24.1 
24.1 

17.2 
20.7 

13.8 
6.9 
10.3 

17.2 
10.3 

6.9 
0.0 
3.5 
3.5 
3.5 

0.0 
0.0 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

卸売・小売業、飲食業（N=29）

70.8 
62.5 

43.8 
43.8 

33.3 
37.5 

27.1 
29.2 

22.9 
10.4 

18.8 
12.5 

16.7 
18.8 

22.9 
2.1 

6.3 
8.3 

4.2 
6.3 

2.1 
0.0 
0.0 

6.3 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

建設業（N=48）

82.4 
67.7 
67.7 

41.2 
50.0 

35.3 
44.1 

41.2 
32.4 
35.3 

32.4 
26.5 

8.8 
23.5 

11.8 
8.8 

0.0 
2.9 
5.9 
5.9 
5.9 

2.9 
2.9 

0.0 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

その他業種（N=34）

67.4 
60.9 

69.6 
45.7 

37.0 
26.1 

37.0 
26.1 

21.7 
30.4 

17.4 
26.1 

15.2 
13.0 
15.2 

8.7 
8.7 

4.4 
8.7 

6.5 
4.4 

2.2 
0.0 

4.4 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

サービス業（N=46）
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① 年次有給休暇の取得促進 

② 半日単位の有給休暇 

③ 産前・産後休暇制度  

④ 子どものための看護休暇 

⑤ 短時間勤務制度 

⑥ 学校や地区の行事参加のための休暇  

⑦ 時間単位の有給休暇 

⑧ 始業・就業時間の繰り下げ、繰り上げ 

⑨ 所定外労働の免除 

⑩ 勤務時間、勤務地、担当業務について希望を聞く 

⑪ 就業形態の変更 

⑫ 再雇用制度（育児・介護により退職した従業員の再雇用） 

⑬ ノー残業デーの推奨 

⑭ 休業中の手当支給 

⑮ 資格取得などの自己啓発のための休暇 

⑯ フレックスタイム 

⑰ リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇 

⑱ 育児・介護休業中の経済的支援 

⑲ 社会貢献のための休暇 

⑳ 健康維持（増進）のための休暇 

㉑ 自己啓発、健康維持（増進）、社会貢献のための休暇中の経済的支援 

㉒ 在宅勤務 

㉓ その他 

㉔ 無回答 

㉕ 無効回答 

【従業員規模別結果】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.9 
65.2 

78.3 
56.5 

43.5 
43.5 

26.1 
52.2 

43.5 
30.4 

39.1 
26.1 

21.7 
30.4 

13.0 
13.0 

4.4 
8.7 

4.4 
17.4 

0.0 
4.4 

0.0 
8.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

３０～４９人（N=23）

72.7 
59.1 

48.9 
34.1 

30.7 
37.5 

29.6 
25.0 

15.9 
12.5 
12.5 
17.1 

10.2 
11.4 
14.8 

10.2 
6.8 
5.7 
5.7 

2.3 
1.1 
0.0 
1.1 
2.3 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

１０～２９人（N=88）

54.2 
50.0 
50.0 

25.0 
50.0 

25.0 
20.8 

12.5 
12.5 

29.2 
16.7 
20.8 

4.2 
12.5 

20.8 
12.5 

8.3 
0.0 
4.2 
8.3 

4.2 
4.2 

0.0 
4.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

１０人未満（N=24）

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

80.0 
0.0 

20.0 
20.0 

80.0 
80.0 

20.0 
20.0 

60.0 
0.0 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 

40.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

３００人以上（N=5）

71.4 
100.0 
92.9 

57.1 
64.3 

7.1 
57.1 

42.9 
57.1 

14.3 
21.4 

28.6 
28.6 

21.4 
7.1 
7.1 

14.3 
0.0 
0.0 
0.0 

14.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

１００～２９９人（N=14）

83.9 
80.6 
77.4 

58.1 
51.6 

19.4 
32.3 
32.3 

29.0 
32.3 

25.8 
16.1 

22.6 
12.9 

9.7 
3.2 
3.2 
6.5 

3.2 
3.2 
6.5 
6.5 

3.2 
3.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

５０～９９人（N=31）


